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原発なくそう！九州玄海訴訟 原告団・弁護団 

原告団長      長谷川   照   
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１ 本年７月１２日、九州電力は原子力規制委員会に対し、新規制基準への適

合審査を求める申請を行った。原子力規制委員会は、これを受理し、新規制

基準への適合審査手続きを進めつつある。 

２ しかし、新規制基準は、次に述べるとおり、基準そのものに合理性がない

ので、そのような基準に適合しているか否かを審査することの正当性はない。 

問題点の第一は、２０１１年３月１１日に起きた福島第一原子力発電所の

事故原因が明らかになっていないにもかかわらず新規制基準が策定されたこ

とである。福島第一原子力発電所の１号機から４号機が全交流電源喪失に陥

った原因については、人がその内部に立ち入れないため、解明できない状態

である。国会事故調査委員会も、事故調報告書で、正確な原因はいまだ不明

であること、地震や老朽化が事故に何らかの影響を及ぼしたことを断定的に

否定することはできないと指摘している。原子力規制委員会は、事故の原因

追及よりも、「１０か月以内に基準を施行する」という目標に固執し、新規制

基準を拙速に策定したといわざるをえない。 

  問題点の第二は、原子炉立地審査指針が見直しの対象とされておらず、重

大事故に対する立地評価がなされていない点である。福島第一原子力発電所

の事故による放射性物質放出量を踏まえれば、今ある原子力発電所が全て不

適合になることから、あえて立地評価を行わなかったとしかいいようがない。

原子力規制委員会は、重大事故が起きた際の周辺住民の生命を守ることを放

棄したといわざるをえない。 
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  問題点の第三は、特定安全施設の設置について５年間の設置猶予期間が設

けられていることである。明日にも何らかの原因により過酷事故が起こる可

能性があるにもかかわらず、５年間の猶予期間を定めたことは安全性の確保

と矛盾する。原子力規制委員会は、新規制基準を定める際に放棄すると宣言

した「安全神話」を復活させたといわざるをえない。 

３ 新規制基準には以上に述べた以外にも様々な問題があるが、それらに加え

て強調されねばならない点は、福島第一原子力発電所の事故は２年半を経て

も未だ収束しないまま放射能汚染を拡大し続けているのに、新規制基準適合

審査のために人的・物的資源を傾けることの愚かしさである。本年８月、福

島第一原子力発電所の汚染水貯蔵タンクから３００トンもの汚染水が漏れだ

していることが判明した。その後も、汚染水の漏出が次々に発見される始末

である。水位計もなくフランジ型という脆弱なつくりとなっているタンク群

から、今後も次々に汚染水の漏出が続く危険性は高い。タンクからの汚染水

流出問題に加え、山側から海側へと流れる地下水の汚染も重大な問題となっ

ている。 

この点で我が国は、国際的な非難、批判にさらされている。それにもかか

わらず、その最中に原発の再稼働手続ごときに人的・物的資源を傾ける日本

政府及び原子力規制委員会には国際感覚が欠如しているといわざるをえない。

人類共通の財産である海を守るためにも、汚染水のこれ以上の海洋流出は絶

対に防がねばならない。原子力規制委員会は、汚染水問題にこそ全ての人的・

物的資源を投入すべきである。 

４ 私たちは、以上の理由から、「新安全神話」を前提に策定された「新規制基

準」適合審査に強く抗議し、玄海原子力発電所の再稼働をしないことを求め

るものである。 

以上 


